
HW-Y6008-2004 

優良木質建材等認証手数料規定 

 

１ 趣旨  
この規定は、優良木質建材等認証規程(HW-Y6001-2004)第21条の規定に基づき、優良木質
建材の認証業務に係る手数料について、必要な事項を定めるものである。 
 
２ 用語の定義 
この規定において、表－１の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げる
とおりとする。 
表－１ 用語の定義 
用 語 定  義 

認証手数料 優良木質建材認証業務に要する手数料であり、申請受理後の審査、
認証及びサーベｲランスに関する費用をすべて含む。 
但し、規程第６条第２項第２号に規定する工場実地調査に係る当該
工場へ赴く旅費は含んでいない。 

新規手数料 申請者が新たな認証番号を取得する場合の認証手数料をいう。 

変更手数料 認証の有効期間中に認証内容に関わる変更を申請する場合の認証手
数料をいう。 

更新手数料 認証の有効期限を迎えたときに、申請者がその有効期限の延長を行
おうとする場合の認証手数料をいう。 

 
３ 新規及び更新手数料 
規程第５条第1項及び第２項の規定による、新規及び更新の申請に係る認証手数料は、
原則として別表１による。 
 
４ 変更手数料 
規程第８条の規定による、内容変更等の申請を行う場合の手数料は別表２による。 

 
５ 認証書の再交付料（税込） 
認証実施要領（HW-Y6002-2004）の第７に規定する認証書の再交付を行う場合の手数料
は、認証書１枚につき10,500円とする。 
 
６ 工場実地調査のために当該工場へ赴く旅費の扱い 
(1) 規程第６条第２項第２号に規定する工場実地調査に際し、調査員が当該工場へ赴く旅費
については、別に定めるセンターの「旅費規程」等により、認証手数料とは別に申請者
に支払いを求める。 
 (2) 規程第１３条第１項に規定するサーベイランスの品質管理状況調査において、調査員が工場に
赴く旅費については、別に定める「旅費規程」等により、認証手数料とは別に認証取得者に支払
いを求める。 
７ 認証対象品目並びに品質性能評価基準の事前申請手数料 
認証対象品目リストに定められていない品目に関し、新たに認証対象品目として追加す
ることを企業等が要望する場合、センターは追加の適否の検討及び品質性能評価基準制定
のための経費について、要望する企業等に別途見積もりにより請求することができる。 



 
（付則） 
この規程は平成２１年１２月１４日から施行する。 
 
 
制定  平成 ９年 ６月１０日 住木技発 ９第 ７５号 
改正  平成１４年１０月 ７日 住木技発１４第２０２号 
改正  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 
改正  平成１６年１１月 １日 住木技発１６第２２７号 
改正  平成１７年１２月 １日 住木技発１７第２９３号 
改正  平成１８年 ６月２７日 住木技発１８第１０５号 
改正  平成１８年１１月２１日 住木技発１８第３０３号 
改正  平成１９年 ５月１７日 住木技発１９第１４６号 
改正  平成１９年 ６月１１日 住木技発１９第１７６号 
改正  平成２１年 ５月１５日 住木技発２１第２９４号 
改正  平成２１年１２月１４日 住木技発２１第５３７号 



別表1 認証手数料（税込） 
記号 対象品目名称 仕様 新規手数料 更新手数料 
A-1 高耐久性機械プレカット部材 ラミナ処理集成材使用 

上記以外 

 

金物併用加工 

367,500円

427,140円 

 

479,640円 

315,000円

374,640円 

 

427,140円 

A-2 高耐久性機械プレカット部材－

２ 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－

３ 

A-4 乾燥処理機械プレカット部材  

金物併用加工 

367,500円 

420,000円 

315,000円 

367,500円 

B-1 保存処理材  416,640円 364,140円 

B-2 保存処理材－２ 

B-3 屋外製品部材 

B-4 車両用木製防護柵部材  

機械等級区分の場合 

416,640円 

465,990円 

364,140円 

413,490円 

C-1 防腐・防蟻処理構造用集成材  457,905円 

 

 

 

 

 

 

481,530円 

 

405,405円 

 

 

 

 

 

 

429,030円 

C-2 防腐・防蟻処理構造用集成材－２ 

C-3 防腐・防蟻処理構造用集成材－３ 

C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ 

C-5 

 

防腐・防蟻処理構造用集成材－５ 

D-1 防腐・防蟻処理合板等（接着剤混

入） 

構造用合板1級 

構造用合板2級 

普通合板１類 

普通合板２類 

（構造用単板積層材） 

（造作用単板積層材） 

465,990円 

441,315円 

420,840円 

416,115円 

493,290円 

417,690円 

  413,490円 

388,815円 

368,340円 

363,615円 

440,790円 

365,190円 

D-2 防腐・防蟻処理合板等（加圧注

入・単板処理） 

   

E-1 モルタル下地用合板  487,620円 435,120円 

E-2 たて継ぎ構造用合板  427,560円 375,060円 

F-1 床用３層パネル  404,276円 351,776円 

F-2 構造用単板積層板  461,790円 409,290円 

F-3 構造用台形ラミナ集成材  386,190円 333,690円 

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル  410,550円 358,050円 

F-5 ２ピース積層柱材  375,690円 323,190円 

G-1 防腐・防蟻処理構造用パネル  483,630円 431,130円 

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材  414,330円 361,830円 

H-1 接着成形造作用芯材  354,800円 304,800円 

H-2 型枠用成形板  387,240円 334,740円 

I-1 樹脂処理保存処理材  401,100円 348,600円 

I-2 樹脂処理屋外製品部材  384,563円 332,063円 



J-1 表層圧密フローリンブ  356,790円 304,290円 

K-1 熱処理壁用製材  399,000円 346,500円 

X-1 足場板  414,750円 362,250円 

１ 申請品の製造工程が２工場以上にまたがる場合には、２工場以降１工場につき６．３万円を加算する。 

２ 同一申請者から、同時期に申請される複数の申請で、製品規格及び製造基準が共通し、複数の製造工場で製

造する等、審査業務が簡略化できるものについては２件目以降の認証手数料は別表１の金額から１０万円を

割り引く。 

３ 認証実施要領第４の２（２）の規定により、工場実地調査を省略する場合においては、認証手数料は別表

１の金額から６．３万円を割り引く。 

４ 同一申請者から、同時期に申請される複数の申請で工場実地調査を兼ねられる場合においては２件目以降の

認証手数料は別表１の金額から６．３万円を割り引く。 

５ 機械プレカット部材の金物については、２つ目の金物から１金物１万円が加算する。 



別表２ 変更手数料（税込） 

NO 種 別 対象とするものの事例 手数料 

1 名称等の変更 会社名、代表者名、製品名、工場名、代理
者名、連絡担当者名、住所表示又はその他
これらに類する記載事項の変更 

10,500円 
（認証書記載事項
以外の場合は無
料） 

2 製品規格の変更 品質性能が下回らないことが客観的に明白
な変更に限る 
①寸法・形状、材料等の変更 
②JAS、AQ等規格材の同規格内での変更 
※使用薬剤の変更等上記以外の変更は変更
申請の対象外→新規申請 

84,000円 
 

3 製造工程、品質管理、等
の変更 

変更前に比べ内容の水準が下回らないこと
が明白な変更に限る 

84,000円 

4 用途範囲の拡大又は縮小 使用樹種の追加等 
製品仕様の枠組が基本的に変わらない場合
に限る 

105,000円 

5 法人格の変更 
 

認証を受けた会社又は工場に関するもの
で、生産体制、供給体制が基本的に変わら
ないもの（倒産に伴う場合等、やむを得な
い事情と認められる場合に限る） 

210,000円 

6 製造工場に関する変更 ①工場移転 
②主要製造ラインの変更 
※製造工場の追加は変更申請の対象外→新
規申請 

210,000円 

 


